
高槻市大学連携推進本部設置要綱

（設置）

第１条 本市は、市内に４大学と１大学院研究農場を有している。大学が有する知的資源

や学生の発想力と行動力をまちづくりに活かし、大学及び企業、行政などがそれぞれの

信頼関係の下、地域と大学の連携を推進することにより、「知と文化の拠点、学園のまち

高槻」を目指している。その実現に向け、様々な取組みなどを企画立案し、発展的な大

学連携を推進するため、高槻市大学連携推進本部（以下「本部」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 本部は、次の事項を所掌する。

（１）高槻市学園まちづくり連絡協議会に関すること。

（２）地域と大学との連携である「地・学連携」の推進に関すること。

（３）市外大学との連携に関すること。

（４）前各号にかかる大学連携の推進状況などについての検証・評価に関すること。

（５）その他前各号に関連する事項に関すること。

（組織）

第３条 本部は、別表１に掲げる者をもって組織する。

２ 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長公室担当副市長を、副本部長は本部

長が指名した者とする。

（本部長及び副本部長）

第４条 本部長は、本部の事務を総括する。

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときはその職務を代理する。

（説明等の聴取）

第５条 本部長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くこ

とができ、併せて資料の提供を求めることができる。

（庶務）

第６条 本部の庶務は、高槻市市長公室政策企画室において処理する。

（補則）

第７条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

附 則

この要綱は、平成２１年２月６日から実施する。
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別表１（第３条関係）
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